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            答 申 

 

 

審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した生活保護法（以下「法」

という。）６３条の規定に基づく返還金額決定処分に係る審査請求について、

審査庁から諮問があったので、次のとおり答申する。 

 

第１ 審査会の結論 

本件審査請求は、棄却すべきである。 

 

第２ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は、○○福祉事務所長（以下「処分庁」という。）

が、令和５年３月２４日付けの通知書（以下「本件処分通知書」とい

う。）により請求人に対して行った法６３条の規定に基づく返還金額決

定処分（以下「本件処分」という。）について、その取消しを求めるも

のである。 

 

第３ 請求人の主張の要旨 

請求人は、おおむね次のことから、本件処分は違法又は不当であると

主張し、本件処分の取消しを求めているものと解される。 

生活保護の受給に際し、処分庁から受給期間中の医療費が１０割負担

であることの説明がなく、生活保護費の返還について１０割の医療費返

還を求められることに納得できない。 

 

第４ 審理員意見書の結論 

本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項により、

棄却すべきである。 

 

第５ 調査審議の経過 

   審査会は、本件諮問について、以下のとおり審議した。 

年 月 日 審議経過 

令和７年 ８月２６日 諮問 

令和７年１１月１３日 審議（第１０６回第１部会） 
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令和７年１２月１２日 審議（第１０７回第１部会） 

 

第６ 審査会の判断の理由 

審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した結果、

以下のように判断する。 

１ 法令等の定め  

⑴ 保護の補足性・基準 

法４条１項は、保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、

能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用

することを要件として行われるとしている。 

法８条１項は、保護は、厚生労働大臣の定める基準（昭和３８年４

月１日厚生省告示第１５８号）により測定した要保護者の需要を基と

し、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分

を補う程度において行うものとするとしており、保護費の額の算定

は、上記基準によって、法１１条１項各号に掲げられている保護の種

類ごとに定められたところに従い、要保護者各々について具体的に決

定されるものである。 

⑵ 費用返還義務 

ア 法６３条は、被保護者が、急迫の場合等において資力があるにも

かかわらず保護を受けたときは、被保護者は、速やかに、保護を受

けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関が定

める額を返還しなければならないとしている。 

イ 「生活保護費の費用返還及び費用徴収決定の取扱いについて」(平

成２４年７月２３日社援保発０７２３第１号。厚生労働省社会・援

護局保護課長通知。以下「課長通知」という。)１・⑴によれば、法

６３条に基づく費用返還の取扱いについて、「法６３条に基づく費

用返還については、原則、全額を返還対象とすること。」とし、同

時に「ただし、全額を返還対象とすることによって当該被保護世帯

の自立が著しく阻害されると認められる場合は、次に定める範囲の

額を返還額から控除して差し支えない」としている（以下、この取

扱いを「自立更生免除」という。）。 

ウ 「生活保護問答集について」（平成２１年３月３１日付厚生労働

省社会・援護局保護課長事務連絡。以下「問答集」という。）問１

３－５・答⑴によれば、法６３条に基づく返還額決定の際にその一
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部又は全部の返還を免除することの可否について、法６３条は、本

来、資力はあるが、これが直ちに最低生活のために活用できない事

情にある場合にとりあえず保護を行い、資力が換金されるなど最低

生活に充当できるようになった段階で既に支給した保護金品との調

整を図ろうとするものであるから、原則として当該資力を限度とし

て支給した保護金品の全額を返還額とすべきであるとし、同・⑵・

エは、課長通知と同様に自立更生免除について記載している。 

⑶ 相続による資力及びその発生時点 

問答集問１３－６・答(2)によれば、被保護者が財産を相続すること

となったが、相続人が多数のため遺産分割手続に期日を要した場合の

資力の発生時点について、相続は死亡によって開始され、相続人は相

続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するも

の（民法８８２条及び８９６条）としており、また、共同相続人は、

協議によって遺産の分割をすることができ、その効力は相続開始のと

きに遡って生ずること（民法９０９条）としていることから、法６３

条に基づく費用返還の対象となる資力の発生時点は、被相続人の死亡

時と解すべきであるとしている。そして、遺産分割手続により被保護

者が相続することとなった財産の額を限度として、被相続人死亡時以

後支給された保護費について返還請求の対象とすることとなるとして

いる。 

⑷ 保護と国民健康保険法との関係 

国民健康保険法は、法による保護を受けている世帯（その保護を停

止されている世帯を除く。）に属する者は、国民健康保険の被保険者

としないとしている（６条９号）。 

そして、問答集問１３－６・答では、法６３条の適用に当たっては、

国民健康保険加入者が医療費を要する場合、他法他施策等を活用した

場合には高額療養費の自己負担限度額までの借入れで済むものが、生

活保護を適用した場合には医療費の全額が返還額決定の対象となるこ

と等を説明し、適正な債権管理が行われるように対応する必要がある

旨記載されている。 

⑸ 課長通知及び問答集の位置付け 

課長通知は、地方自治法２４５条の４第１項の規定に基づく技術的

助言である。また、問答集は、生活保護制度の具体的な運用・取扱い

について問答形式により明らかにするものであり、実務の適切な遂行



 

- 4 -  

に資するものとして、その内容も妥当なものであると認められる。 

２ 本件処分についての検討 

上記１の法令等の定めを前提として、本件処分に違法又は不当な点が

ないか、以下検討する。 

⑴ 法６３条の規定の適用について 

法６３条によれば、被保護者が、急迫の場合等において資力がある

にもかかわらず、保護を受けたときは、その受けた保護金品に相当す

る金額の範囲内において、保護の実施機関に対してその定める額を返

還しなければならないとされている（１・⑵・ア）。 

請求人は、令和４年１２月１６日時点で２，５００，０００円の遺

産収入を相続により得たことが認められるから、これにより、法６３

条の規定にいう「資力」が発生したものと認められる。 

そして、遺産相続の場合に法６３条の規定に基づく費用返還の対象

となる資力の発生時点は、被相続人の死亡時と解すべきである（同・

⑶）。そのため、処分庁は、本件被相続人の死亡日である平成２９年

１２月１１日以降の期間に請求人に対して実施した保護については、

法６３条が定める「被保護者が、急迫の場合等において資力があるの

にも関わらず、保護を受けたとき」に該当する事実があるものとして、

本件処分により、この間に支給された保護に要した費用の範囲で、請

求人が返還すべき金額を決定したものと認められるから、法６３条の

規定を適用して本件処分を行ったことは、前記１の法令等の定めに則

ったものということができる。 

⑵ 本件処分による返還金額について 

処分庁は、請求人の令和４年１２月１６日付けの収入申告に基づき、

遺産相続金として２，５００，０００円を資力と認め、保護開始日で

ある令和４年９月２日から同年１２月１５日までの支給済保護費１，

６３１，９５６円（別紙「返還金額算定表」の支給済保護費欄参照）

を上回ることが認められたことから、法６３条の規定による返還金額

の対象を、支給済保護費の全額としたことが認められる。 

また、担当職員が保護廃止及び保護費の返還について説明した際、

請求人からは、医療費の返還額が高額であることへの不満が述べられ

たものの、自立更生等の費用に関する申出はなかったことから、控除

を認めるべき事由に該当するような事情があったとは認められない。 

そして、処分庁が、資力発生日以降の支給済保護費の総額である１，
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６３１，９５６円全額の返還を求めても、請求人には、令和５年１月

１１日に収入申告した金額（８６０，１３７円）を含めると、なお１，

７２８，１８１円の残余金があり、支給済保護額の全額を返還額とす

ることにより、請求人の自立を著しく阻害するものとも認められない

から、支給済保護費の全額を返還対象額とした本件処分は、上記１の

法令等に則ってなされたものであり、また、違算も認められない。 

３ 請求人の主張について 

請求人は、第３のとおり、生活保護の受給に際し、処分庁から受給期

間中の医療費が１０割負担であることの説明がなく、生活保護費の返還

について１０割の医療費返還を求められることに納得できない旨主張す

る。 

この点、問答集問１３－６（答）（上記１・⑷）のとおり、処分庁に

は、医療費の全額が返還額決定の対象となること等を説明する必要があ

るところ、担当職員から請求人の母親に対し、廃止決定が出るまでの期

間に受診した際の医療費は自己負担になる旨を伝えていることは認めら

れるものの、保護開始時から遡及して医療費の全額が返還対象であると

の詳細な説明を行ったことを示す資料は見当たらない。 

しかしながら、処分庁は保護開始時に請求人に対し、遺産相続金につ

いては法６３条を適用して返還金が生じる旨の説明を行っていることが

認められ、上記２のとおり、請求人には法６３条の適用に伴い、被相続

人の死亡時（保護開始以降）から保護廃止まで（令和４年９月２６日か

ら令和５年１２月１５日まで）の保護費の返還義務が生じているのであ

るから、仮に、医療費がその返還額の大半を占めるとしても、このこと

により請求人が、法６３条適用に伴う保護費の返還義務を免れるもので

はない。 

以上のことから、本件処分に取り消すべきほどの違法・不当があった

ものと解することはできず、請求人の主張には理由がないというほかは

ない。 

４ 付言 

上記のとおり、現行法によれば、生活保護の被保護者は医療保険の被

保険者とはなりえないとされていることから、健康保険制度の被保険者

から除外され、医療扶助として医療費１０割負担分を取得していたとい

う前提のもとで、将来医療費全額の返還が求められることは一般に起こ

りうる状況にある。そこで、保護の実施機関においては、法６３条に係
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る上記取扱いに関して、保護を申請しようとする者から十分な理解を得

ておくことが不可欠である。確かに、本件においても、処分庁は請求人

に対して、保護廃止決定までの期間に生じた医療費が、請求人の自己負

担になることを説明していることが認められる。しかしながら、本件に

おいても審査請求がなされ、本件以外でも、法６３条に基づく医療費の

取扱いをめぐっては審査請求や行政訴訟が提起されているといった事実

に鑑みると、当該取扱いに関する理解は一般市民にとって決して容易な

ものではない。また、医療費が高額である場合は、申請者の経済的負担

は更に大きいものとなる。したがって、処分庁は、相談者ないし申請者

の事情に即して、具体的かつ丁寧に説明を尽くすことが望まれる。 

また、本件のように、相談や保護の開始を検討する時点において、遺

産の相続や未受給年金の受給申請等により現金化できる資産を有してお

り、保護決定後に法６３条による返還や保護の廃止が見込まれる事例に

おいては、生活困窮者自立支援制度や社会福祉協議会の生活福祉資金の

貸付など他制度の活用も含め、十分な情報提供と具体的選択肢の提示を

通じて、処分庁として丁寧なケースワークにより、相談者が自立的生活

のため一層合理的な選択をできるように努めることが望まれる。 

 

以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や法令解

釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適正に行われて

いるものと判断する。 

よって、「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

（答申を行った委員の氏名） 

大橋洋一、海野仁志、織朱實 

 

別紙（略） 


